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【手続補正書】
【提出日】令和3年8月20日(2021.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　ユーザから操作を受け付ける操作手段と、
　音声を集音する集音手段と、
　前記集音手段によって集音された音声を発したユーザを判断する判断手段と、
　前記集音手段によって集音された音声による指示を認識する認識手段と、
　外部装置から送信されるデータを受信する第一の通信手段と、
　前記集音手段によって集音された音声が、前記外部装置のユーザによる、前記通信装置
へのデータの送信を指示するものであると、前記判断手段および前記認識手段によって判
断された場合、前記外部装置から送信されるデータを、前記操作手段による操作を受け付
けることなく受信するよう前記第一の通信手段を制御する制御手段とを有する
　ことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　記録媒体にユーザ情報を記録する記録手段をさらに有し、
　前記判断手段は、前記記録手段に記録された前記ユーザ情報に基づいて、前記集音手段
によって集音された音声を発したユーザを判断する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記記録手段は、前記記録手段に記録された前記ユーザ情報と関連付けて前記外部装置
の情報を記録することを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
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【請求項４】
　前記集音手段によって集音された音声が前記記録媒体に記録されていないユーザの声で
あると前記判断手段によって判断された場合、前記外部装置から前記通信装置へデータを
送信することを示す通知を受信したことを、前記通信装置のユーザに報知する報知手段を
さらに有する
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記報知手段は、前記集音手段によって集音された音声が前記記録媒体に記録されてい
ないユーザの声であると前記判断手段によって判断された場合、前記外部装置からデータ
を受信するか否かを確認するダイアログボックスを表示部に表示する
　ことを特徴とする請求項４に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記認識手段は、前記集音手段によって集音された音声が前記記録媒体に記録されてい
ないユーザの声であると前記判断手段によって判断され場合、前記集音手段によって集音
された音声の認識を行わない
　ことを特徴とする請求項２から５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記ユーザ情報は声紋であることを特徴とする請求項２から６のいずれか１項に記載の
通信装置。
【請求項８】
　前記記録手段は、前記第一の通信手段によって前記外部装置と通信したことに応じて、
前記集音手段によって集音した音声と前記外部装置とを関連付けて、前記記録媒体に前記
ユーザ情報として記録することを特徴とする請求項２から７のいずれか１項に記載の通信
装置。
【請求項９】
　前記集音手段によって集音された音声の前記判断手段による判断処理は、前記集音手段
によって集音された音声の前記認識手段による認識処理よりも先に実行される
　ことを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記判断手段は、前記集音手段によって集音した音声に所定の単語が含まれると判断し
たことに応じて、前記集音手段によって集音した音声を発したユーザを判断する
　ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記所定の単語は、前記外部装置のユーザが所定の時間内に繰り返し発した単語である
ことを特徴とする請求項１０に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記集音手段によって集音した音声を前記第一の通信手段を介して外
部サーバに送信し、
　前記認識手段は、前記外部サーバから前記集音手段によって集音した音声の内容に関す
る情報に基づいて前記集音手段によって集音した音声の内容を認識する
　ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記外部装置から送信されるデータを受信した場合、前記外部装置と
の通信を切断するよう前記第一の通信手段を制御する
　ことを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１４】
　前記第一の無線通信手段より消費電力が低い第二の通信手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記第一の通信手段を介して前記通信装置と接続するための接続情報
を、前記第二の通信手段を介して前記外部装置へ送信し、
　前記制御手段は、前記第二の通信手段を介して前記外部装置へ送信した前記接続情報を
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用いて、前記第一の通信手段を介して前記外部装置と接続する
　ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１５】
　通信装置の制御方法であって、
　ユーザから操作を受け付ける操作ステップと、
　周囲の音声を集音する集音ステップと、
　前記集音ステップにおいて集音された音声を発したユーザを判断する判断ステップと、
　前記集音ステップにおいて集音された音声による指示を認識する認識ステップと、
　前記集音ステップによって集音された音声が、前記外部装置のユーザによる、前記通信
装置へのデータの送信を指示するものであると前記判断手段および前記認識手段によって
判断された場合、前記外部装置から送信されるデータを、前記操作ステップを行うことな
く受信するステップとを有する
　ことを特徴とする制御方法。
【請求項１６】
　通信装置に制御方法を実行させるためのプログラムであって、
　前記制御方法は、
　ユーザから操作を受け付ける操作ステップと、
　周囲の音声を集音する集音ステップと、
　前記集音ステップにおいて集音された音声を発したユーザを判断する判断ステップと、
　前記集音ステップにおいて集音された音声による指示を認識する認識ステップと、
　　前記集音ステップによって集音された音声が、前記外部装置のユーザによる、前記通
信装置へのデータの送信を指示するものであると前記判断手段および前記認識手段によっ
て判断された場合、前記外部装置から送信されるデータを、前記操作ステップを行うこと
なく受信するステップとを有する
　ことを特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の通信装置は、ユーザから操作を受け付ける操作手
段と、音声を集音する集音手段と、前記集音手段によって集音された音声を発したユーザ
を判断する判断手段と、前記集音手段によって集音された音声による指示を認識する認識
手段と、外部装置から送信されるデータを受信する第一の通信手段と、前記集音手段によ
って集音された音声が、前記外部装置のユーザによる、前記通信装置へのデータの送信を
指示するものであると前記判断手段および前記認識手段によって判断された場合、前記外
部装置から送信されるデータを、前記操作手段による操作を受け付けることなく受信する
よう前記第一の通信手段を制御する制御手段とを有することを特徴とする。
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